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令和８年度「赤十字会員増強運動」に係る活動資金募集 

への協力について（依頼） 
 
 
 新緑の候、貴台におかれましては益々ご清祥のこととお喜び申し上げ

ます。 

 平素は、三木市地区日本赤十字事業の推進に格別のご理解とご協力を

賜り厚く御礼申し上げます。 

 さて、本年も日本赤十字社では、災害救護を使命の第一として、国際

的な援助活動とともに、施設の整備、機能の充実、資器材の整備等々、

災害救護体制の一層の充実・強化、また医療事業、血液事業等の拡充・

強化を図ります。 

 つきましては、この運動の趣旨にご賛同いただき、活動資金募集につ

いてご協力を賜りますようお願い申し上げます。 
 

記 
 
令和７年度活動資金募集実績額 ： ２，５３４，８３８ 円 

 

※ 集めていただいた活動資金は、配布資材に同封の振込用紙にてゆう

ちょ銀行でお振込みいただけます（手数料無料）。また、市福祉課、

吉川支所健康福祉課もしくは各地区の市立公民館でもお預かりいた

します。 

※ 金額が明確な場合はその場で領収書をお渡ししますが、硬貨が多い

等の理由で確認できない場合は一旦預かり証をお渡しし、後日、領収

書を送らせていただきます（ご希望の送付先をお伝えください）。 

※ ６月以降も受け付けることはできますが、例年、５月中が「赤十字

運動月間」であるため、５月中での受付にご協力をお願いいたしま

す。 

 

【お問合せ先】 

三木市上の丸町１０－３０（三木市役所福祉課内） 

日赤兵庫県支部 三木市地区事務局 

電 話 ８２－２０００（代表） 
ＦＡＸ ８２－９９４３ 



 

令和８年度 赤十字活動資金募集事務取扱い要領 

【配布資材】 

(1) 兵庫県支部長(知事)挨拶状 

(2) 活動資金募集への協力について(依頼) 

(3) 赤十字活動資金募集事務取扱い要領(本紙)  

(4) 冊子：令和８年度活動資金募集の手引き 

(5) 冊子：令和７年度兵庫県支部事業報告 

(6) 日本赤十字社の使命（活動内容等資料） 

 

(7) 振込用紙付チラシ 

(8) 回覧用チラシ(カラーA4 版) 

(9) 協力証シール 

(10) 赤十字活動資金受領書(10 枚綴) 

(11) ポスター（A４版） 

(12) 募金袋、白封筒 

【取扱い要領】 
１）チラシを活動周知のため自治会内で回覧していただき、ご理解とご協力のも

と、５００円を目安に自由な金額を納めていただくよう、お勧めください。 

※決して強制ではありません。また、職場や学校等で納めてくださる方もお

られますので、ご配慮をよろしくお願いいたします。 

２）納入額が２，０００円以上の方には 

必ず受領書（２枚複写の白色の方）を 

発行し、お渡しください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３）納入額が２，０００円未満の方は、希望する方にのみ受領書を発行してくだ

さい。 

４）協力証シールは、ご協力いただいたすべての方に配付できますので、希望す

る方にはお渡しください。 

５）総額を確認のうえ、下記納入場所へ活動資金をお持ちください。その際、受領書

の控え（黄色の収納報告書）と余った資材も一緒にご提出ください。 

６）資材の不足等がございましたら、下記問合せ先へご連絡ください。 

 

【納入場所・お問合せ先】 
●日本赤十字社兵庫県支部三木市地区事務局 

⇒三木市役所健康福祉部 福祉課 総務・監査係：℡82－2000（代表） 

●吉 川 支 所  健 康 福 祉 課  健 康 福 祉 係：℡72－2210（代表） 

※納入は各公民館でも受け付けています。 

※振込用紙にてゆうちょ銀行からお振込みいただけます。 

 

裏面（事務の流れ）へ

① ～③の該当箇所に 

チェックを入れる。 

②もしくは③に該当の

場合、郵便番号と住所を

記入。 

 

日付、金額、氏名を記入 

取扱者欄に押印 

もしくはサイン 



 

赤十字活動資金募集事務の流れ 
 
 
 
 

 
 

チラシを自治会内で回覧、ポスターの掲示 

※赤十字活動の周知のため、よろしくお願いいたします。 

自治会費より一括納入 
※活動資金募集に際しては、できるだけ個別訪問を

基本としていただきたいと存じますが、自治会費

より一括納入の場合は、強制的な納入とならない

よう、自治会員の皆さまの同意を得るなどしたう

えで、ご協力いただきますようお願いいたします。 

各戸を回り活動資金への協力を募る 
※活動資金への協力は決して強制ではありません。 
※各戸に協力を依頼するための封筒等ご用意できます。 

事前に総額を確認のうえ、活動資金を納入 

納入方法：①三木市役所福祉課／吉川支所健康福祉課／各地区市立公民館にて納入 

※窓口で受付担当者が金額を確認できる場合は、その場で領収書をお渡しします。硬貨が多い等の理由で確認できない 

場合は預かり証をお渡しし、後日金額を確認した上で領収書を郵送いたします（ご希望の送付先を受付担当者にお伝え 

ください）。 

※領収書に記載の金額と、事前に確認した金額が一致していることをお確かめください。 

      ②振込用紙にてゆうちょ銀行で振込みにて納入 

      ※ご依頼人のおなまえに自治会名を必ず記入ください。（自治会名が不明の場合、活動助成金が交付できません。） 

①②ともに受領書の控えと余った資材は、市役所/吉川支所/各地区市立公民館までお持ちください。 

必ず受領書を発行 希望者にのみ受領書を発行 

希望者に協力証シールを配布 

納入額２，０００円以上 納入額２，０００円未満 


